
４月１日施行

障害者差別解消法・障害者雇用促進法の一部改正
一人一人が障害の理解を深め、誰もが暮らしやすい社会へ

　４月１日に、障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律（障害者差別解消法）と障害者
の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進
法）の一部改正が施行されます。

　この法律は、障害を理由とする不当な差別を
なくしていくことで、障害のある人もない人も
分け隔てられることなく、誰もがお互いの個性
と人格を尊重し、支え合う社会を作ることを目
指しています。

不当な差別的取り扱いとは？
　正当な理由がなく、障害があるということだ
けでサービスの提供を拒否したり、制限したり、
障害のない人にはない条件を付けたりすること
です。
　例えば…
・レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、
車いすを利用していることを理由に断られた。

・障害があることを理由に、バスやタクシーの
乗車を断られた。

・障害があることを理由に、施設の利用や習い
事などの入会を断られた。

雇用の分野での障害者差別を禁止
　障害があることを理由とした障害のない人と
の不当な差別的取扱いが禁止されます。
雇用の分野での合理的配慮の提供義務
　合理的配慮とは、過重な負担にならない範囲
で事業主に講じていただくものです。障害のあ
る人と障害のない人との均等な機会や待遇を確
保したり、障害のある人の能力を有効に発揮で
きるように措置することが義務付けられます。
相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助
・障害のある人からの相談に対応する体制の整
備が義務となります。
・障害のある人からの苦情を自主的に解決する
ことが努力義務となります。

　障害者雇用促進法(一部改正)の詳細は、厚
生労働省ホームページ(http://www.mhlw.
go.jp/)をご覧ください。
 《問合せ》ハローワーク豊岡☎23-3101

合理的配慮の不提供とは？
　障害のある人から何らかの配慮を求める意思
の表示があるのに、社会的障壁を取り除くため
に合理的配慮を行わないことです。

　例えば…
・どの電車を利用すれば目的地に行くのか尋ね
たが、分かりやすく説明してくれなかった。
・災害時の緊急避難所で、聴覚障害があること
を伝えたが、情報が音声でしか提供されなか
った。

　障害者差別解消法の詳細は、内閣府ホームペ
ージ(http://www.cao.go.jp/)をご覧ください。
 《問合せ》社会福祉課☎24-7033

▲交通機関などで乗車の手助け

機関 不当な差別的
取扱い

合理的配慮の
提供

国の行政機関・
地方公共団体 禁止 法定義務
民間事業者など 禁止 努力義務

障害者差別解消法

障害のある人に対する
｢不当な差別的取り扱い｣と
｢合理的配慮の不提供｣を
禁止しています。

障害者雇用促進法（改正点）

POINT
この法律の
ミソ

POINT
この法律の
ミソ

▲聴覚障害の人に筆談で伝言
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工場の風景

株
式
会
社
白
バ
ラ
ド
ラ
イ（
庄
境
）

│
企
業
概
要
は
?

　

但
馬
地
方
・
京
都
府
に
45
店
舗

を
展
開
し
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
務

を
行
っ
て
い
ま
す
。
従
業
員
は
約

1
3
0
人
で
、
そ
の
う
ち
9
割
が

女
性
で
す
。
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー

の
設
置
・
運
営
も
行
っ
て
お
り
、

今
後
、
洗
濯
を
代
行
す
る
集
配
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
も

考
え
て
い
ま
す
。

│
雇
用
の
き
っ
か
け
は
?

　

法
定
雇
用
率
達
成
が
き
っ
か
け

で
し
た
。
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
界
で

は
、
障
害
者
雇
用
を
し
て
い
る
事

業
所
が
多
く
あ
り
、
障
害
者
雇
用

を
前
向
き
に
考
え
ま
し
た
。
雇
用

前
に
実
習
の
受
入
れ
を
し
て
み
る

と
、
障
害
の
あ
る
方
の
で
き
る
こ

と
が
た
く
さ
ん
見
え
て
き
ま
し
た
。

│
実
際
に
雇
用
し
て
み
て
?

　

平
成
27
年
ま
で
約
4
年
間
雇
用

し
た
方
が
あ
り
ま
し
た
。
高
校
在

学
中
に
実
習
を
行
い
、
卒
業
後
に

採
用
し
ま
し
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
課
題
が
あ
り
、
雇
用
に

は
不
安
も
あ
り
ま
し
た
が
、
対
話

を
心
掛
け
ま
し
た
。
大
切
に
育
て

る
気
持
ち
も
持
ち
つ
つ
、
間
違
っ

た
こ
と
は
丁
寧
に
指
導
し
ま
し
た
。

任
せ
ら
れ
る
仕
事
も
増
え
、
今
後

が
楽
し
み
で
し
た
が
、
本
人
か
ら

「
新
し
い
仕
事
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

た
い
」と
前
向
き
な
言
葉
が
あ
り

退
職
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

│
仕
事
の
内
容
は
?

　

主
に
布
団
工
場
で
入
荷
時
の
点

検
や
出
荷
前
の
点
検
、
出
荷
な
ど
、

他
の
従
業
員
と
チ
ー
ム
を
組
ん
で

お
互
い
理
解
し
合
い
な
が
ら
仕
事

を
し
て
い
ま
し
た
。
で
き
る
作
業

は
多
く
、
会
社
と
し
て
は
大
変
助

か
り
ま
し
た
。

│
今
後
は
?

　

障
害
の
あ
る
方
の
受
入
れ
を
増

や
す
た
め
に
、
障
害
の
あ
る
方
の

適
性
に
合
う
仕
事
と
は
何
か
を
考

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
活
躍

す
る
場
は
必
ず
あ
る
と
思
い
ま
す
。

会
社
に
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、

『
互
い
に
歩
み
寄
る
』こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
今
年
4
月
か
ら

新
し
く
特
別
支
援
学
校
卒
業
生
を

採
用
す
る
予
定
で
す
。
障
害
者
雇

用
は
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
で
す

が
、
こ
れ
か
ら
も
広
げ
て
い
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

育
成
に
関
わ
っ
た
方
の
声

　

採
用
当
初
は「
子
ど
も
を
大
事

に
育
て
る
」気
持
ち
で
し
た
。
本

人
が
親
や
他
の
従
業
員
に
頼
っ
て

ば
か
り
の
状
態
が
数
年
続
き
、
本

人
と「
自
立
」に
つ
い
て
話
し
合
っ

た
り
も
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
自

立
に
目
覚
め
、
人
と
し
て
成
長
し

た
い
と
い
う
言
葉
が
出
る
よ
う
に

な
り
、
み
る
み
る
成
長
し
大
人
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
自
信
が
付

い
て
表
情
も
変
わ
り
、
自
分
の
思

い
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
私
自
身
、
約
4
年
間
一
緒

に
仕
事
を
し
た
こ
と
で
学
ぶ
こ
と

が
多
か
っ
た
で
す
。

障害者支援のかたち

『働く』
　障害者雇用に積極的に取り組
んでいる企業を紹介します。
《問合せ》豊岡市障害者自立支
援協議会（豊岡市社会福祉協
議会豊岡市障害者基幹相談支
援センター）☎26-6060

4
月
6
日（
水
）〜
15
日（
金
）

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

　

子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事

故
防
止
を
基
本
に「
春
の
全
国
交

通
安
全
運
動
」が
実
施
さ
れ
ま
す
。

ド
ラ
イ
バ
ー
の
皆
さ
ん
は
、
子
ど

も
や
高
齢
者
を
見
掛
け
た
ら
、
速

度
を
落
と
し
て
動
き
に
注
意
す
る

な
ど「
思
い
や
り
と
ゆ
と
り
の
あ

る
運
転
」に
努
め
ま
し
ょ
う
。

交
通
死
亡
事
故
が
多
発

　

昨
年
の
市
内
で
の
交
通
事
故
死

者
数
は
4
人
で
し
た
。
今
年
に
入

り
1
〜
2
月
の
2
カ
月
間
の
交
通

事
故
死
者
数
は
3
人
。
交
通
死
亡

事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
交
通

事
故
の
多
く
が
夕
方
か
ら
明
け
方

の
時
間
帯
に
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

悲
惨
な
事
故
を
な
く
す
た
め
、

外
出
す
る
と
き
は
、
明
る
い
色
の

服
装
、
反
射
材
を
着
用
す
る
と
と

も
に
、
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
正

し
い
交
通
マ
ナ
ー
を
心
掛
け
ま
し

ょ
う
。

自
転
車
保
険
に
加
入

　

昨
年
10
月
1
日
か
ら
、
自
転
車

利
用
者
や
事
業
者
に
対
し
、
自
転

車
損
害
賠
償
保
険
な
ど
へ
の
加
入

が
県
の
条
例
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す（
未
加
入
者
に
対
す
る
罰

則
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　

自
転
車
事
故
で
生
じ
た
他
人
の

生
命
や
身
体
の
損
害
を
補
償
す
る

も
の
で
あ
れ
ば
、
加
入
す
る
保
険

は
ど
の
保
険
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

自
転
車
の
運
転
マ
ナ
ー
を
守
り
、

も
し
も
の
時
に
備
え
て
、
保
険
に

加
入
し
ま
し
ょ
う
。

運
転
免
許
自
主
返
納
制
度

　

65
歳
以
上
で
、
運
転
に
自
信

が
な
く
な
っ
た
方
や
家
族
か
ら

「
運
転
が
心
配
」と
言
わ
れ
た
方
は
、

警
察
に
運
転
免
許
を
自
主
返
納
し

ま
し
ょ
う
。

《
問
合
せ
》
生
活
環
境
課

　

☎
21
–
9
0
0
1

重点項目
◆自転車の安全利用の推進
◆後部座席を含めた全ての座席
のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底
◆飲酒運転の根絶
◆夕暮れ時の交通事故防止
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